
コーポレー トガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE 

当社のコーポレー ト ・ ガバナンスの状況は以下のとおりです。
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1. 基本的な考え方

HOYA CORPORATION 

最緯更新日： 2018年12月3日
HOYA株式会社

代表執行役CEO 鈴木洋

問合せ先：問合せ先：コ ーポレート企画室 03-6911-4820
証券コ ード： 7741 

http:/ /www.hoya.cojp 

HOYAはコ ーポレートガバナンスを経営上の最重要事項の一つととらえ、企業価値の最大化を目指して経営を推進しています。

ステークホルダーに対してフェアであることを考え方の基本として、社内の論理だけで経営が行われないよう、経営の執行と監督をより明確にでき
る「委員会設置会社」（現「指名委員会等設置会社」）制度を、会社法の改正と同時に採用しました。また取締役の半数以上を社外取締役とするこ
とを定款に定め、社外取締役には客観的、大局的に企業価値の向上という観点から執行役による経営の監督ならびに助言を積極的に行っていた
だいております。

また、業務執行については、その権限と責任を執行役に持たせることで、意思決定の迅速化と経営の効率化を図っています。

なお、当社では取締役会で「HOYAコ ーポレートガバナンスガイドライン」を策定し、ガイドラインを見直すことで常により良いコ ーポレートガバナンス

の体制や制度の導入に心がけております。

(「HOYAコ ーポレートガバナンスガイドライン」は末尾をご参照ください。）

【コーポレートガバナンス ・ コードの各原則を実施以凡ヽ理由】

当社は、コ ーポレートガバナンス ・ コ ードの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス ・ コードの各原則に基づく開示】Ill

【原則1-4. 政策保有株式】

安定株主確保のための株式持合いはしない事を「HOYAコ ーポレートガバナンスガイドライン」に定めており、当該目的による株式の保有はありま
せん。尚、取引上の目的で保有している上場株式ならびに非上場株式については、保有意義が希薄化したものは適宜売却等処分していく方針で
す。

議決権の行使に際しては、保有目的の実現を妨げる内容、株主価値を棄損する内容の場合は反対票を投じます。

(HOYAコ ーポレートガバナンスガイドライン 111-3)
URL http://www.hoya.cojp/csr/pdf/Governance_Guideline_J.pdf 
http://www.hoya.cojp/english/csr/pdf/Governance_Guideline_E.pdf 

年に一度、上場株式については個別銘柄毎に、また非上場株式については簿価が2500万円以上の銘柄についてその保有目的の合理性と、保有

することによる関連収益及び便益を取締役会で検証し、保有しない場合との比較において保有の有無を決定します。2018年の検証における対象
上場株式は4銘柄であり、そのうち 1銘柄については取引上の保有意義が薄れたと判断し、売却することとしました。非上場株式については対象と
なった2銘柄について保有を継続することとしました。

【原則1-7. 関連当事者間の取引】

役員と会社ならびに主要株主との取引について取締役会で審議することを取締役会規定で定めております。
URL http://www.hoya.cojp/csr/pdf/BOD_rule_J.pdf 
http://www.hoya.cojp/english/csr/pdf/BOD_rule_E.pdf 

【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

HOYAグループでは、社員の自主性、自律性を重視した資産形成を推奨し、確定拠出型年金制度を採用しております。尚、社員にはeラーニング
や説明会を通じて資産運用や運用商品の説明 ・ 啓蒙を行っております。

【原則3-1. 情報開示の充実】

ステークホルダーにとって有益と考えられる情報の開示は重要な経営課題として認識し、積極的に開示してまいります。

年次の活動についてはコ ーポレートサイトのアニュアルレポートにて報告しております。

URL http://www.hoya.cojp/japanese/ar2018/ 
http:/ /www.hoya.cojp/ english/ ar2018/index.html 

(i)経営理念・経営基本原則
URL http://www.hoya.cojp/company/mission.html 















独立役員の人数 6名

l その他独立役員に関する事項

当社では独立役員の資格を充たす社外取締役全員を独立役員に指定しております。

【インセンティブ闘係】

取締役・執行役へのインセンティブ付与
に関する施策の実施状況

l 該当項目に関する補足説明

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

取締役の報酬は、固定報酬とストック・オプションとしております。
執行役の報酬は、固定報酬、業績による報酬およびストック ・ オプションとしております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、執行役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

l 該当項目に関する補足説明

当社の取締役、執行役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀な人材
を確保することを目的としています。ストックオプション行使の際には金庫株で対応しています。

【取締役・執行役報酬襲係】

（個別の取締役報酬の）開示状況

（個別の執行役報酬の）開示状況

l 該当項目に関する補足説明

(2018年3月期）

一部のものだけ個別開示

一部のものだけ個別開示

(1)役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
取締役 (6名）に支払った報酬委員会決議に基づく報酬等の総額82百万円
うち、社外取締役 (5名）に支払った報酬委員会決議に基づく報酬等の総額73百万円
うち、社内取締役 (1名）に支払った報酬委員会決議に基づく報酬等の総額8百万円
執行役 (5名）に支払った報酬委員会決議に基づく報酬等の総額556百万円
計638百万円

（注）

1. 期末現在の人員は、取締役6名、執行役5名であります。なお、執行役5名のうち、1名は社内取締役を兼任しております。
2. 執行役の固定報酬には、海外駐在執行役の海外駐在による負担補助(104百万円）を含んでおります。
3. ストック・オプションは、新株予約権の公正価値を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。
4. 上記のほか、子会社役員 (1 名）の報酬として77百万円支払っております。

(2)最高経営責任者および報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等





＜HOYAグループ関係者＞














